
 

                           

 

 

◆宗派経常費年度末完納のお取り扱いについて 
５月３１日現在、本年度宗派経常費御依頼額 1億 914万 3,000円に対し 8,484万 5,255円

(77.7％)のご進納を賜りました。また、御依頼寺院数２６７ヵ寺中２１２ヵ寺からご完納を
賜りました。 
なお、未完納のご寺院に対しては、後日、お知らせいたしますが、年度末となる６月３０

日（水）までにご完納くださいますよう、何卒、お願い申し上げます。 

 
◆教区報恩講厳修〔報告〕 
去る５月２９日、城端別院善德寺にて「高岡教区報恩講」が厳修されました。当日は新型コロナウ

イルス感染症拡大に伴う富山県感染拡大特別警報の発出を受け、感染拡大防止の観点から、内容

を変更し、縮小して開催させていただきました。 

当番組である第２組の方々、出仕いただきました方々、尊いご懇志をお寄せいただきました多くの

方々、ご協力いただきましたすべての方々のおかげをもちまして、無事に日程を終えることができまし

た。皆様のご協力に対しまして、改めて厚く御礼申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、「真宗大谷派高岡教区 YouTubeチャンネル」にて、配信動画のアーカイブ（保存記録）を

公開しておりますので、是非ご覧ください。 

 

◆住職在任３０年、坊守在任 30年・5０年表彰ならびに 
有功章表彰及び門徒功労者表彰について…別紙参照 

  今年度より、本山において住職・教会主管者在任 3０年、坊守在任 3０年・5０年の表彰が

新設されました。教区報恩講にて表彰を予定しておりました有功章表彰及び門徒功労者表彰

の対象の方々と共に、お名前（敬称略）をご披露させていただきます。 

  なお、表彰状及び記念品につきましては、有功章表彰及び門徒功労者表彰の方につきまし 

ては、教務所からご本人へお送りさせていただきます。 

また、住職在任 30 年表彰の方につきましては、新年度の各組所長巡回において、教務所

長から手交させていただく予定としております。坊守在任 30年・50年表彰の方につきまし 

ては、改めてお渡しさせていただく予定としております。 
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◆教区における諸会議の予定について〔予報〕 
現在、次の諸会議の開催を予定しております。該当の方々には、それぞれの開催日が近づ

きましたら個別にご案内申し上げますが、予めご承知おきください。 

 
  

○６月１５日（火） 新教区準備委員会（会場：高岡商工ビル） 

○６月１８日（金） 教区割当審議会小委員会 

○７月 ７日（水） 教区監査 

○７月１２日（月） 教区割当審議会（会場：高岡商工ビル） 

○７月１４日（水） 教区会参事会 

○７月１５日（木） 教区門徒会常任委員会 

○７月２１日（水） 教区会 

○７月２６日（月） 教区門徒会 

○７月２９日（木） 正副組長会（会場：高岡商工ビル） 

○７月３０日（金） 正副組門徒会長会（会場：高岡商工ビル） 

 

 

◆井波別院『瑞泉寺本堂・太子堂・山門建築調査報告書及び 
本堂他 2棟保存修理工事報告書』について 

 

この度、井波別院発行『瑞泉寺本堂・太子堂・山門建築

調査報告書及び本堂他 2棟保存修理工事報告書』が完成し

ました。瑞泉寺における本堂、台所門、勅使門の平成の大

修理の調査、報告が 288ページに渡り記録され、今まで

の修理、修復の貴重な記録と共に、瑞泉寺を後世へと伝え

ていく足かがりとなるものです。 

各組（組長）へ１部ずつお配りされておりますので、ぜ

ひご覧ください。なお、ご希望の方には 4950円にて予約

販売されます。井波別院瑞泉寺寺務所 0763-82-0004ま

でお問い合わせ下さい。 

 

 

教区教化委員会主催研修会・学習会等のお知らせ 

◆コロナ禍を経て「＃ともに生きていく」…案内チラシ同封 
◇日  時 ：６月１８日（金) １７時３０分～１９時３０分 
◇講  師 ：上野 千鶴子 氏（社会学者・認定 NPO法人WAN理事長） 
◇会  場 ：オンライン（Ｗｅｂ会議サービス Zoom） 
       ※オンラインでの参加が難しい方は、高岡文化ホールにお越しください。 
        〒933-0055 富山県高岡市中川園町１３−１ ℡0766-25-4141 
◇定  員 ：オンライン参加１００名 会場参加１００名 計２００名 
◇参 加 費 ：無料 
 

◆「若者教化立ち上げ応援プロジェクト」〔青少幼年部門〕…別紙参照 

「若い人にもお参りしてほしい」、「お寺で青年会を立ち上げたい」、「同世代の若者と教え

を聞いていきたい。だけど、どうしたらいいんだろう？」。本山では、若者と出会い、教え

に聞く場をひらきたいという願いをかたちにする応援プロジェクトがあります。わたしたち

青少幼年部門にも、何かお役に立てることがあるかもしれません。是非ご相談ください！ 



◆「教区子どもの集い」の開催について〔青少幼年部門〕…要項同封 
２年ぶりの開催となる「教区子どもの集い」。今回は日程の短縮や内容を変更し、新型コ

ロナウイルス感染症感染防止の対策を講じた上で開催することといたしました。実行委員一

同、お子様のご参加を心待ちにして準備を進めております。詳細につきましては、同封の開

催要項をご参照ください。 

◇期  日：８月９日（月・祝）１０時～１５時 

◇会  場：城端別院善徳寺 

◇対  象：小学３年生～６年生 

◇定  員：２０名（先着順） 

◇参 加 費：１，０００円 

◇申込締切：７月１日（木） 

 ※なお、新型コロナウイルスの影響により、日程の変更や開催の中止をさせていただく場

合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。 

 

教区関係団体・外郭団体主催研修会・学習会のお知らせ 

◆「高岡であそぼう！」の開催中止について 
新型コロナウイルス感染の収束が見えない状況において、毎年お預かりする子どもたちの

感染予防を心がけた時に、保養事業が達成できないとの結論に至り、今年も「高岡であそぼ

う！」の開催は中止させていただくことといたしました。何卒ご理解賜りますようお願い申

し上げます。 

 

事務連絡 

◆富山県庁への提出書類について…書式雛形同封 
  各寺院においては、毎年会計年度終了後４ヵ月以内に宗教法人の財産目録、役員名簿など

の写しを、県庁へ提出しなければなりません。 

※提出期限までに提出のない場合、宗教法人の登記簿に記載されている代表役員や代表役

員代務者は、10 万円以下の過料に処せられます（法第 88 条第５号）。また、長期間に

わたって提出がない場合は、宗教法人としての活動が行われていない疑いがあるため、

当該宗教法人の実態調査が行われ（法第 78条の２第１項）、裁判所から解散命令が発せ

られることがあります（法第 81条第１項）。 

※書式雛形を同封しておりますので、作成いただき、県庁（下記）へ提出ください。必要

に応じて、コピーまたは高岡教区ブログからダウンロードして使用ください。  

 

記入方法などのお問合せ・提出先   

⇒富山県経営管理部文書総務課 

〒930-8501富山市新総曲輪 1-7  電話番号 076-444-3150 

 

〔県庁 HP〕書類の作成と備付け及び備付け書類の写しの提出について 

https://www.pref.toyama.jp/1103/kensei/kouhou/kouekihoujin/kj00004

690/kj00004690-001-01.html 

 



◆慶弔 2021年５月３１日現在 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教務所事務休止について 

 
◆今月の同封物 
＊高岡教区行事予定表 

＊住職在任 30年表彰、坊守在任 30年･50年表彰、有功章表彰及び門徒功労者表彰受賞者 

＊コロナ禍を経て「＃ともに生きていく」チラシ 

＊「若者教化立ち上げ応援プロジェクト」チラシ 

＊「教区子どもの集い」開催要項 

＊「第 47回南砺同朋大会」チラシ 

＊「唯識学習会」チラシ 

＊「となみ野作家シリーズ 芝教純展」チラシ 

＊newsわかば 

＊富山県庁提出用書類【表紙、役員名簿・財産目録雛型】（寺院送付分のみ） 

 
 

真宗大谷派高岡教区公式 webサイトです。教区内外のいろいろなことをお伝えしていきます。 

「真宗大谷派（東本願寺）高岡教区ブログ」 

http://takaokakyouku.net 

〇住職在任５０年 
 去る５月１１日、本山において住職・教会主管者在任５０年記念畳袈裟贈呈式
が行われました。永年のご功労に対し深く敬意を表し、ここにご披露させていた
だきます。 
    第２組 正安寺 原田 和麿 氏 
    第４組 光證寺 北條 康丸 氏 
 
 
〇敬弔 
生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します 

第４組 南桂寺 住職 桂 政樹氏 ８０歳（５月２２日逝去） 
 

   

下記の期間、事務休止とさせていただきます。 
６月１１日（金）：教区報恩講にともなう代休 

 
●閉所時は、留守番電話（0766-22-0464）での対応となります。 
授与物（門徒用御本尊）および出版物、相続講受付等の事務取扱が出来ません。 

●寺族及び責任役員並びに総代が逝去された際の「御香」と「弔詞」は、各組長へ 
お渡しし、ご対応をお願いしております。 

 
 

http://takaokakyouku.net/

